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１ 施政の基本方針 

平成３１年芦屋市議会第１回定例会の開会に当たり，平成３１年度施政方針

について申し上げ，市民の皆さま並びに議員各位のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 我が国は，アベノミクスの推進により，ＧＤＰが実質・名目ともに過去最大

規模に拡大，企業収益も過去最高を記録した一方，３年連続で出生数が１００

万人を割り込み，総人口２７万人の減少に対し，高齢者は４４万人増加するな

ど，少子高齢化はますます加速しております。 

また近年，大規模な災害が頻発・激甚化し，平成３０年は大阪府北部地震，

平成３０年７月豪雨，台風第１９号，２０号及び２１号等による一連の災害，

北海道胆振
い ぶ り

東部地震等に見舞われ，国や地方自治体において災害復興及び防災

対策の強化は，急務であることと併せて大きな財政負担となっております。 

国においては，最大の課題である少子高齢化の壁に立ち向かうべく，幼児教

育・保育の無償化をはじめとした全世代型の社会保障制度への転換，誰もがそ

の能力を存分に発揮できる「一億総活躍社会」の本格始動，未来の可能性に満

ち溢れた地方創生の推進とともに，１０月１日の消費税引き上げの影響を平準

化するためのあらゆる施策を総動員して実施することが示されました。 

本年は，国際情勢の変化やＩＣＴの急速な進化を背景に社会が激変した平成

から，更なる新時代への転換点を迎えることとなります。 

本市におきましても，急激な情勢の変化に対応しつつ，「安全・安心」「住

宅地としての魅力向上」「子育て」「教育」に重点を置き，成長戦略型の行政

改革の視点を持って，市民の皆さまをはじめ，多様な主体との協働・連携のも

と，創生総合戦略の総仕上げに向けて施策を展開するとともに，多くの方に憧

れと夢を持って選ばれる「住み続けたいまち・住んでみたいまち芦屋」が，市

制８０周年，そして更なる将来につながるよう市民の皆さまとともに新しい総

合計画の策定に取り組んでまいります。 
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＜安全・安心で良好な住宅地としての魅力を高めるまちづくり＞ 

重点施策の第一は，安全・安心で良好な住宅地としての魅力を高めるまちづ

くりでございます。 

私は，就任以来一貫して，芦屋を名実ともに世界一美しく清潔で安全な，世

界の人が一度は訪れてみたいまちづくりを目指してまいりました。 

市民の皆さま，議員各位のご理解とご協力のもと，聖域なき行政改革を断行

し，厳しい財政状況においても可能な限り施策を進め，先人たちが築いてきた

ものを守りつつ，今の姿を作り上げてまいりました。 

そして，更に将来を担う子どもたちのため，未来のまちづくりの 礎
いしずえ

となる

事業を実施いたします。 

ＪＲ芦屋駅南地区の市街地再開発事業，道路の無電柱化を推進し，阪神電気

鉄道の立体交差化をはじめ，住宅都市として必要な都市施設の整備優先度等を

中長期的な視点から検討いたします。 

旧宮塚町住宅は，女性の活躍を支援し，商業的にぎわいの創出や地域の活性

化を進めるエリアブランディングにつなげてまいります。 

災害対策では，海岸等の水面監視カメラ設置や防災行政無線スピーカーの増

設・改良に加え，国や県と連携し，南芦屋浜地区の防潮堤や宮川護岸の嵩上げ

などに取り組んでまいります。 

この他，市政モニター制度の開始や，高浜町ライフサポートステーションで

の「子どもと地域の食堂」，「子どもの居場所『ひみつきち』」等の活用とと

もに，将来計画における西宮市とのごみ処理広域化についても結論を得
う

るべく

協議を進めてまいります。 

また，図書館本館の開館時間を拡大し，サービスの充実を図るほか，精道村

発足１３０周年を機に戦前の芦屋と阪神間モダニズムについての調査・研究な

ど，芦屋文化をまちの魅力として広く発信いたします。 

＜若い世代の子育ての希望をかなえるまちづくり＞ 

第二は，若い世代の子育ての希望をかなえるまちづくりでございます。 
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まちづくりと同じく，子育て，教育環境の充実は重要な課題であり，予てよ

り「子どもファースト」を掲げ，施策を進めてきたところです。 

妊婦健康診査の助成費用の引き上げ，市立
いちりつ

精道こども園の開園及び民間によ

る岩園保育所仮園舎を活用した小規模保育事業の実施，芦屋ハートフル福祉公

社敷地における認可保育所，朝日ケ丘幼稚園敷地における認定こども園の整備

など「市立
いちりつ

幼稚園・保育所のあり方」を着実に進めてまいります。 

さらに，私 立
わたくしりつ

園
えん

の保育士等の活躍をサポートする一環として，一時金支給

制度及び家賃助成を新たに創設いたします。 

教育においては，小学校１・２年生からの英語に親しむ活動の実施，放課後

児童健全育成事業では，全学年の受け入れ開始や民間事業者への一部委託によ

り待機児童を解消するとともに，保育の質・利便性の向上と安定的で持続可能

な運営に取り組んでまいります。 

あしやキッズスクエア事業も，多彩な体験プログラムの充実と，放課後児童

クラブや地域との協働により，子どもに安全・安心で地域に定着した放課後の

居場所を提供してまいります。 

また，平成３２年度の山手中学校の建て替え完了，精道中学校の給食が開始

できるよう着実に進めてまいります。 

以上，平成３１年度に臨む施政の基本的な考え方を申し上げました。 

これらの考え方に沿って，市民の皆さまとの協働のもと，芦屋の将来像であ

る「自然とみどりの中で絆
きずな

を育み，“新しい暮らし文化”を創造・発信する

まち」を目指してまちづくりを進めてまいります。 

次に，第４次総合計画の４つの「まちづくりの基本方針」に沿って，主な取

組及び行財政運営につきまして，順次ご説明申し上げます。 

また，教育行政に関わる施策も，私が一括してご説明申し上げるとともに，

推進に当たりましては教育委員会と連携し，「教育のまち芦屋」を目指してま

いります。 
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２ 主な取組 

（１）人と人がつながって新しい世代につなげる 

第一は，「人と人がつながって新しい世代につなげる」取組につ

いてでございます。 

＜１ 一人一人のつながりが地域の力を高め，地域主体のまちづくりが進んでいる＞ 

〔施策目標１－１ 市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる〕 

〔施策目標１－２ 市民が主体となった活動が増え，継続的に発展している〕 

〔施策目標１－３ 地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力が高まっている〕 

まず，市民が主体となった地域主体のまちづくりにつきましては， 

広報活動では，より幅広い世代に親しまれるよう「広報あしや」

のリニューアルとともに，「芦屋シティグラフ」及び「あしや手

帖」を改訂し，まちの魅力発信ツールとして更なる活用を図ってま

いります。市ホームページでは，システム更新によるセキュリティ

強化に加え，検索キーワード等の解析や専門家のアドバイスをもと

に「わかりやすく」「見やすい」画面づくりなど，情報発信力の向

上に努めてまいります。 

広聴業務では，市民の皆さまからのご意見等を迅速かつ効果的に

市政に反映できるよう，インターネットを活用した市政モニター制

度を開始いたします。 

 市民活動の拠点整備では，西蔵集会所の大規模改修を実施いたし

ます。 

市民活動センターでは，改修により拡張された新たなスペースに

おいて，市民活動団体等がまちづくりや魅力発信などの多様な市民
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活動を行えるよう支援してまいります。 

協働によるまちづくりでは，平成３０年度に実施した「まちデザ

インラボ」をもとに，多様な主体が連携して地域課題を解決する仕

組みづくりや，「第３次市民参画協働推進計画（平成３２年度～平成３６年

度）」の策定に取り組んでまいります。 

自治会の活動内容の周知では，自治会連合会と協働し加入促進の

取組を進めてまいります。 

＜２ 多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで，芦屋の文化があふれている＞ 

〔施策目標２-１ 市民が教養を高める機会が豊富にある〕 

〔施策目標２-２ 様々な交流が，多様な文化への理解と見識を深めている〕 

次に，多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちづくり

につきましては， 

文化行政では，阪神間モダニズムにより醸成された生活文化を発

信し，シビックプライドとまちの魅力を高めるなど，「第２次文化

振興基本計画（平成２９年度～平成３３年度）」に基づき進めてまいります。 

国際交流施策では，「広報あしや」の記事を抜粋し英訳した「コ

スモネット」に「やさしい日本語」の表記も加えるなど，外国人住

民の方へのサービス向上を図ってまいります。 

潮芦屋交流センターでは，セミナーや講演会を企画・開催するな

ど，多文化共生施策を推進してまいります。 

市民センター及び公民館では，本市で育った作曲家・貴志
き し

康一
こういち

が

ベルリンで自作初演した交響曲『仏陀
ぶ っ だ

』の演奏会など，芦屋ゆかり
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の作品の魅力を伝える事業を実施いたします。施設面では，使用状

況の表示システムを更新し，利便性の向上を図ってまいります。 

図書館では，大規模改修工事後のリニューアルオープンに併せて，

本館の開館時間を拡大するとともに，図書館見学ツアーなどの新規

イベントの実施，学校園との連携強化等，サービスの充実に努めて

まいります。 

広域利用については，神戸市と協議してまいります。 

美術博物館及び谷崎潤一郎記念館では，両館の特色を活かしつつ，

一括管理により更なる連携と活性化を図ってまいります。 

文化財事業では，精道村発足１３０周年を機に，戦前の芦屋と阪

神間モダニズムの調査・研究をまとめ，パンフレットの作成などを

通じて広く発信してまいります。また，旧宮塚町住宅の国登録有形

文化財への登録を目指してまいります。 

スポーツ施策では，ライフステージに応じて誰もが親しめる軽ス

ポーツの啓発を進め，地域におけるスポーツ活動の活性化につなげ

てまいります。 

体育館・青少年センター等と朝日ケ丘公園・海浜公園水泳プール

については，新たな指定管理者のもとで，利用者へのサービス向上

を図ってまいります。 

＜３ お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている＞ 

〔施策目標３-１ 平和と人権を尊重する意識が行き渡っている〕 

〔施策目標３-２ 男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている〕 

次に，お互いを尊重しながら理解と思いやりの心を育むまちづく
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りにつきましては， 

平和施策では，核兵器廃絶の実現に向け，「平和首長会議」の提

唱する活動に取り組むとともに，戦争体験記録集「未来へつなごう

戦争の記憶」などを活用し，戦争の記憶と平和への願いを次世代に

伝えてまいります。 

人権推進では、互いの人権を尊重し，多様性を認め合う社会の実

現に向け，「日々の生活と人権を考える集い」や平成３１年２月か

ら開始した「ＬＧＢＴ電話相談」など，人権事業の充実を図ってま

いります。また，「第４次人権教育・人権啓発に関する総合推進指

針」の策定に向け，市民及び職員を対象とした意識調査を行ってま

いります。 

女性の社会参画の推進では，「第４次男女共同参画行動計画ウィ

ザス・プラン（平成３０年度～平成３４年度）」に基づき，国際女性デー記念

事業をはじめとした各種事業により，男女共同参画社会の実現に向

けた意識づくりや仕組みづくりを進めてまいります。 

男女共同参画センターでは，分庁舎において新設されたキッズス

ペースや交流スペースを活用し，市民の皆さまの交流促進に努めて

まいります。 

また，性別による固定的な役割分担意識の解消のため，男女共同

参画団体協議会等と協働し，「ウィザスあしやフェスタ」等，機会

あるごとに啓発を行ってまいります。 

女性活躍支援では，ワーク・ライフ・バランスの推進には社会全

体の理解と協力が不可欠であることを広く周知してまいります。 

「ＡＳＨＩＹＡ
ア シ ヤ

 ＲＥＳＵＭＥ
リ ジ ュ ー ム

事業」では，個人の状況・希望に
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応じた実践的な支援を行い，個々の活躍につなげるよう進めるとと

もに，旧宮塚町住宅のリノベーションにより，女性の活躍を支援し，

商業的にぎわいの創出・地域の活性化につながるよう活用してまい

ります。 

配偶者等からの暴力の防止では，「第２次配偶者等からの暴力対

策基本計画（平成３０年度～平成３４年度）」に基づき，街頭キャンペーン等

による啓発を行ってまいります。また，配偶者暴力相談支援センタ

ーへの相談では，警察等の関係機関との連携を強化し，被害者の早

期発見，安全確保や切れ目のない自立支援を行ってまいります。 

＜４ 子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている＞ 

〔施策目標４-１ 子どもたちが「生きる力」を身につけ，健やかに成長している〕 

〔施策目標４-２ 青少年が社会で自立するための力を身につけている〕 

〔施策目標４-３ 学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えている〕 

次に，子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育てるまち

づくりにつきましては， 

就学前施設では，地域ごとに施設間交流を深めつつ，全就学前施

設の職員を対象に市立
いちりつ

幼稚園で保育を公開するなど，教育・保育の

質の向上に努めてまいります。 

幼児期と児童期の接続では，指導者間の相互理解に授業参観を活

用し，就学前施設の子どもたちに小学校内での模擬体験を行うなど，

交流を深めてまいります。 

児童生徒の学力向上では，全国学力・学習状況調査で，小中学校

ともに全教科で全国平均を上回りましたが，全小中学校で「主体

的・対話的で深い学び」の視点による授業改善に取り組み，きめ細

かな指導の更なる充実を図ってまいります。 
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加えて，算数・数学の学習支援員や理科推進員の配置により，学

習習慣や知識・技能の確実な定着を図り，学力の一層の向上に取り

組んでまいります。 

グローバル化に対応した教育では，小学校３・４年生への外国語

活動の早期化や５・６年生の教科化を受け，１・２年生からの英語

に親しむ活動の実施や，児童の学習意欲を引き出せるよう教職員へ

の計画的な研修を行ってまいります。また，中学生のスピーチコン

テストや海外派遣事業の充実を図り，子どもたちの国際的視野の養

成等に努めてまいります。 

また，「外国人児童生徒等にかかわる教育指針」に基づき，初期

日本語指導の充実を図ってまいります。 

読書活動では，「子どもに読ませたい図書リスト４００選」や読

書スタンプラリー等を活用して読書に親しんだ成果を発表する機会

を設け，就学前施設の子どもたちの小学校の図書室利用など，「読

書のまちづくり」を推進してまいります。 

特別支援教育では，共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築を目指し，障がいのある子ども一人一人の発達段階や

特性，「個別の指導計画」等に基づいた指導，支援の充実や合理的

配慮の提供を行い，特別支援教育センターを中心に関係機関と連携

した取組を進めてまいります。 

また，学校園において，医療的ケアが必要な子どもの受け入れを

順次進めてまいります。 

人権教育では，人権に関わる様々な課題の解決に向けて，授業で

の指導だけでなく，学校生活等，教育活動全体を通じて取り組んで
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まいります。 

いじめの防止では，「いじめ防止基本方針」に基づき，学校全体

で組織的な対応を行うよう教職員の意識向上を図り，関係機関等と

連携し，未然防止の取組と早期発見・早期対応を進めてまいります。 

また，子どものみならず，家庭や地域の方も対象とした啓発事業

を実施いたします。 

生徒指導では，教育相談等を通じて児童生徒の内面理解を深める

など，心の通い合う生徒指導を推進してまいります。学校のみで解

決が難しい事案には，関係機関と連携し，円滑な解決に努めてまい

ります。 

また，ＳＮＳ等の利用によるトラブルを防ぐため，子どもが情報

を正しく扱えるよう，保護者に対しても啓発を行ってまいります。 

不登校児童生徒への対応では，適応教室指導員の研修会など一人

一人に応じた指導の充実や，学校やスクールソーシャルワーカーと

連携し，学校復帰を支援いたします。 

また，教員の研修機会を充実させ，各学校の不登校対策に取り組

んでまいります。 

体力・運動能力向上の取組では，就学前の子どもたちには遊びの

中で運動の楽しさを体験させ，小中学校では，総合公園においてス

ポーツ交流会を開催するなど，体を動かす機会の拡充と学校間の交

流を進めてまいります。 

中学校の部活動では，部活動支援員による質の向上及び教職員の

負担軽減に取り組んでまいります。 
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小学校施設の整備では，山手・潮見・打出浜・浜風小学校の給食

室に空調設備を新たに設置し，市内全小学校への整備が完了するこ

とで，更なる学校給食の安全性を確保してまいります。 

中学校施設の整備では，精道中学校の建替工事に着手いたします。

山手中学校においては，平成３２年度末の建て替え完了に向け工事

を進めてまいります。 

学校園の効率的かつ効果的な老朽化対策と，求められる機能・性

能の確保を目的とした長寿命化計画の策定に着手いたします。 

学校給食では、安全・安心でおいしい学校給食の提供に努めると

ともに，地産地消週間の取組など，積極的な食育を行ってまいりま

す。 

また，平成３２年度の精道中学校の給食開始に向け，準備を進め

てまいります。 

打出教育文化センターでは，新学習指導要領の完全実施に向けた

道徳・英語・プログラミング等の研修に加え，実践的指導力と人間

的魅力を兼ね備えた教職員の育成を計画的に進めてまいります。 

学校園のＩＣＴ環境では，児童生徒の「主体的・対話的で深い学

び」を実現する授業づくりのため，タブレット型のＰＣや，大型テ

レビ・プロジェクタ等のＩＣＴ機器の活用を進めてまいります。ま

た，校務支援システムの機能拡大により，校務の効率化を図ってま

いります。 

就学援助では，夜間中学に通う生徒のうち，経済的な理由により

就学が困難な方に対し，学用品費を支給してまいります。 
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あしやキッズスクエア事業では，企業やＮＰＯ法人と連携した多

彩な体験プログラムの充実と，放課後児童クラブや地域との協働に

より，子どもに安全・安心で地域に定着した放課後の居場所を提供

してまいります。 

青少年健全育成事業では，若者相談センター「アサガオ」におい

て、コミュニケーションセミナーやキテミル会，親の会などを開催

し，関係機関と連携しながら若者への支援を進めてまいります。ま

た，平成３０年度のアンケート調査をもとに，「第２次子ども・若

者計画（平成３２年度～平成３６年度）」を策定いたします。 

青少年愛護事業では，関係機関と連携し，登下校時の見守りやあ

いさつ運動を実施するとともに，スマートフォンなどに潜む危険性

や依存性から青少年を守るよう，啓発を進めてまいります。 

 全世代交流に向けた取組では，高浜町ライフサポートステーショ

ンにおける「子どもと地域の食堂」や「子どもの居場所『ひみつき

ち』」等の「共生型の居場所」を活用し，地域交流の促進に向け事

業者と連携して取り組んでまいります。 

＜５ 地域で安心して子育てができている＞ 

〔施策目標５-１ 世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている〕 

〔施策目標５-２ 子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている〕 

次に，地域で安心して子育てができるまちづくりにつきましては， 

子育て支援では，保育所・幼稚園等の実費負担に対する補足給付

制度において，対象世帯及び内容を拡充するとともに，平成３０年

度のアンケート調査をもとに「第２期子育て未来応援プラン『あし
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や』（平成３２年度～平成３６年度）」を策定いたします。 

幼児教育・保育の無償化へは，適切かつ迅速に対応してまいりま

す。 

妊婦への支援では，安心して出産・子育てに臨めるよう，妊婦健

康診査の助成費用の上限額を１０万６千円に引き上げるなど，妊娠

中の健やかな生活を支え，親と子の健康づくりを推進してまいりま

す。 

児童扶養手当では，平成３１年１１月から２か月ごとの支給に変

更し，より生活の実態に即した給付を行ってまいります。 

待機児童解消では，「市立
いちりつ

幼稚園・保育所のあり方」に基づき，

市立
いちりつ

精道こども園を開園し，岩園保育所仮園舎を活用した私 立
わたくしりつ

の小

規模保育事業を実施いたします。また，精道保育所敷地における病

児・病後児保育室併設の新園舎，地域子育て支援室併設の（仮称）

市立
いちりつ

西蔵認定こども園，民間による芦屋ハートフル福祉公社敷地に

おける認可保育所，朝日ケ丘幼稚園敷地における認定こども園など，

各施設の整備を着実に進めてまいります。 

さらに，私 立
わたくしりつ

園
えん

の保育士等の活躍をサポートする一環として，一

時金支給制度及び家賃助成を新たに創設いたします。 

病児保育事業では，保護者が迎えに来るまでの間の在園児を対象

とする体調不良児対応型の病児保育を，全私 立
わたくしりつ

園での実施に向けて

取り組んでまいります。 

また，保育中に医療的ケアが必要な子どもの受け入れを，市立
いちりつ

保

育所・認定こども園において順次進めてまいります。 
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特定教育・保育施設等に対する監査指導では，定期的な施設への

立入監査を実施し，事業の透明性と保育の質を確保してまいります。 

放課後児童健全育成事業では，全学年の受け入れを開始いたしま

す。また，岩園小学校及び浜風小学校の２学級化に伴い，民間事業

者への一部委託により待機児童を解消するとともに，保育の質・利

便性の向上と安定的で持続可能な運営に取り組んでまいります。 
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（２）人々のつながりを安全と安心につなげる 

第二は，「人々のつながりを安全と安心につなげる」取組につい

てでございます。 

＜６ 市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている＞ 

〔施策目標６－１ 市民が健康づくりに取り組んでいる〕 

〔施策目標６－２ 市民が適切な診療を受けられる〕 

まず，市民が心身の良好な状態を維持するまちづくりにつきまし

ては， 

健康づくりの推進では，「第２期保健事業実施計画（データヘル

ス計画）（平成３０年度～平成３５年度）」に基づき，国民健康保険加入者の

特定健康診査受診率４８％を目指し，未受診者への勧奨や生活習慣

病の改善についての啓発，低調月における受診促進キャンペーンを

実施いたします。 

健診後の保健指導では，特定保健指導の利用率向上と，治療が必

要な方への受診勧奨や個別訪問を通じ，生活習慣病の重症化予防に

取り組んでまいります。 

また，新たなウォーキングマップの作成やポイント制度を盛り込

んだ「ヘルスアップ事業」とともに，健康寿命の更なる延伸のため，

「第３次健康増進・食育推進計画（平成３０年度～平成３４年度）」に基づき，

「５０歳の歯科健診(節目健診)」を実施いたします。 

国民健康保険の医療費適正化対策では，調剤レセプトデータ等の

分析結果を活用して，ジェネリック医薬品の利用や適正服薬等を促

進してまいります。 
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市立芦屋病院では，質の高い医療を安定的に提供できるよう，地

域の中核医療機関として，その責務を果たしてまいります。 

地域医療では，在宅医療を担う診療所等の後方支援病院として，

積極的に在宅患者の救急受け入れに努めてまいります。 

また，退院後も住み慣れた地域で安心して生活できるよう，在宅

復帰促進に向け，地域の医療機関，施設及び介護事業所等との連携

を強化するとともに，「ｈ
は

－Ａｎｓｈｉｎ
ん し ん

むこねっと」や「芦
あし

っこ

メディカルりんく」などＩＣＴを活用した医療機関との情報連携を

進めてまいります。 

さらに，がんフォーラム，ホスピタルフェスタ，公開講座など市

民向けの啓発活動に加えて，地域の医療従事者を対象とした各種研

修会も開催し，地域医療の質的向上に努めてまいります。 

なお，１０連休となる本年のゴールデンウィークには，４月３０

日及び５月２日は通常診療を行います。 

医療機器の整備では，ＣＴ装置を更新し，平成３０年度に更新し

たＭＲＩ，マンモグラフィーと併せ，様々な媒体を活用して診療機

能の充実を周知してまいります。 

経営面では，「市立芦屋病院新改革プラン（平成２９年度～平成３２年

度）」に基づき，医師をはじめとする医療スタッフの確保を進め，救

急・紹介による患者の受け入れ，手術件数の増加や医療機器の活用

などによる更なる収支改善に取り組んでまいります。 

また，病院機能評価審査を受審し，医療の質の向上を図ってまい

ります。 

救急業務では，病院前救護体制を確立するため，救急救命士や，

薬剤投与，気管挿管等の高度な救命処置が実施できる認定救急救命

士を養成してまいります。また，指導救急救命士による救急隊員の

指導・教育を進めてまいります。 
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加えて，市民の皆さまの急病等の不安を解消するため，２４時間

３６５日稼働の救急安心センター事業を開始し，安全・安心な暮ら

しを支えてまいります。 

＜７ 高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる， 
まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる＞ 

〔施策目標７－１ 地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している〕 

〔施策目標７－２ 高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている〕 

〔施策目標７－３ 障がいのある人の権利が尊重され，持てる能力を最大限に発揮できる〕 

次に，高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けら

れるまちづくりにつきましては， 

保健福祉センターでは，保健福祉フェアやエントランス・コンサ

ートなどの各種事業を実施し，多くの皆さまにご利用いただけるよ

う努め，総合的な保健・福祉サービスを提供できる地域福祉の拠点

として施設の運営に取り組んでまいります。 

地域福祉では，「第３次地域福祉計画（平成２９年度～平成３３年度）」に

基づき，市民の皆さまとの更なる協働を通じ，地域共生社会の実現

に向け取り組んでまいります。 

権利擁護支援では，成年後見制度の利用促進等に向け，関係機関

との連携を図り，成年後見人等に選任されている親族への支援も行

ってまいります。 

生活困窮者自立支援制度では，対象の方が，地域の身近な居場所

での交流や社会資源の活用を通じて自立が図られるよう継続して取

り組んでまいります。 

生活保護では，困窮者等の自立促進のため，被保護者就労支援事

業を強化し，生活困窮者自立支援制度及びハローワーク等の関係機
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関と連携して，重層的かつ包括的なセーフティネットを構築してま

いります。 

高齢福祉では，人生１００年時代を見据え，高齢者の知識や経験

を活かした生きがい活動の推進，シルバー人材センターによる就労

支援とともに，終活に関する講習会を実施いたします。また，「第

９次すこやか長寿プラン２１（平成３３年度～平成３５年度）」の策定に向け，

アンケート調査を実施いたします。 

介護保険事業では，人材確保と離職防止のため，市内の事業所に

勤務する介護従事者に，新たに介護人材養成研修の受講費用の補助

を実施いたします。 

また，多職種が連携するための地域支援ネットワークの構築と，

自立支援・重度化防止の推進に向け，地域ケア会議の充実に取り組

んでまいります。 

共助の地域づくりでは，「ひとり一役活動推進事業」及び「介護

予防・通いの場づくり事業」等の周知・啓発や，地域支え合い推進

員の活動の活性化など，高齢者等の誰もが身近な地域でつながり，

活動できる取組を進めてまいります。地域包括ケアシステムの推進

では，芦屋市社会福祉協議会と芦屋ハートフル福祉公社の事業統合

により，一層円滑な運営が図られるよう支援してまいります。 

障がい福祉では，「第５期障害福祉計画（平成３０年度～平成３２年度）」

に基づき，障がい福祉サービス等の計画的な提供を行い，障がい福

祉施策の一層の推進を図るとともに，次期計画及び「障害者（児）

福祉計画第７次中期計画（平成３３年度～平成３８年度）」の策定に向けアン

ケート調査を実施いたします。 
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社会福祉法人及び介護保険サービス事業所への指導監査では，適

正な法人運営や介護保険サービスの質の確保等が図られるよう，定

期監査等を実施いたします。 

＜８ 一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている＞ 

〔施策目標８－１ 市民一人一人の暮らしの安全・安心への意識が高まっている〕 

〔施策目標８－２ 犯罪が起きにくいまちになっている〕 

 次に，暮らしの安全・安心を支えるまちづくりにつきましては， 

消費生活行政では，市民一人一人が消費生活についての適切な知

識が得られ，地域全体でトラブルを防止・早期発見できるよう，

「第２次消費者教育推進計画」を策定いたします。 

防犯面では，夜間も含め，歩行者や自転車等の安全・安心な通行のた

め，平成３５年度までに公益灯のＬＥＤ化を完了させるとともに，まち

づくり防犯グループ等と連携し，照度アップや増設を進めてまいります。 

防犯カメラは，通学路合同点検などで地域の方々の意見を伺いながら，

新たな配置と管理を行ってまいります。併せて，各団体との連携のもと

防犯活動を活性化し，安全・安心のまちづくりを推進してまいります。 

＜９ まちの防災力が向上し，災害時に的確に行動できるよう備えている＞ 

〔施策目標９－１ 家庭や地域，行政の防災力が向上している〕 

〔施策目標９－２ 災害に強い安全なまちづくりが進んでいる〕 

次に，防災力を高め，災害に強い安全なまちづくりにつきまして

は， 

防災・減災では，災害時の円滑な被災者支援体制の整備に向け，

市民及び職員を対象に防災士の育成に取り組んでまいります。 

「地区防災計画」では，津波浸水想定区域と土砂災害警戒区域に
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おける各自治会への説明会など，積極的な支援を行い早期策定を目

指してまいります。 

土砂災害を想定した防災総合訓練では，学校を活用した親子イベ

ントの実施など，より多くの方がご参加いただけるよう工夫してま

いります。 

 災害対策では，海岸等の水面監視カメラにより，高潮等の水害発

生時の現地状況の把握に努めるとともに，防災行政無線のスピーカ

ーを増設・改良し，災害発生時の情報伝達機能を強化いたします。 

加えて，県が公表予定の想定最大規模の浸水想定図に基づき，防

災情報マップを作成し，市民への啓発を行ってまいります。

また，高潮対策として，南芦屋浜地区の防潮堤や宮川の護岸嵩上

げなどに国や県と連携し，取り組んでまいります。 

土砂災害特別警戒区域等の対策では，県とともに急傾斜地崩壊対

策事業に着手いたします。また，移転や改修等への補助制度の活用

を促進してまいります。 

土砂災害特別警戒区域に指定された市有地及び打出芦屋財産区共

有地には，調査結果に基づき，必要な対策工事を実施いたします。 

消防体制の充実では，条例定数の充足に向け，段階的に消防職員

を増員するとともに，ＳＮＳ等を活用した消防団への入団促進によ

り地域防災力の強化を図ってまいります。 

聴覚・言語に障がいのある方からの１１９番受信体制では，スマ

ートフォン等のＧＰＳ機能により位置情報の特定が可能となる

「Ｎｅｔ
ネ ッ ト

１１９
イチイチキュー

」を新たに導入してまいります。 
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防火水槽の耐震化では，整備計画に基づき，詳細設計及び補修・

補強工事を進めてまいります。 

予防業務では，消防用設備等の設置・維持管理が適切に行われる

よう防火対象物の規制に関する指導を進め，住宅用火災警報器の設

置・交換の啓発を行い，防火意識の向上を図ってまいります。 

危険物の規制・指導では，施設への立入検査や危険物取扱者の研

修などにより，管理者の安全意識の向上を図ってまいります。 

建築行政では，「耐震改修促進計画（平成２０年度～平成３７年度）」に基

づき，建築物の耐震診断・耐震改修を更に推進し，良質な既存住宅

のストック形成に努めてまいります。危険ブロック塀等では，撤去

支援事業及び適切な維持管理を啓発してまいります。 
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（３）人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる 

第三は，「人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつ

なげる」取組についてでございます。 

＜１０ 花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している＞

〔施策目標１０－１ 自然と緑を守り，創り，育てる文化を継承している〕 

〔施策目標１０－２ 建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している〕 

まず，花と緑に彩られた美しいまちづくりにつきましては，

庭園都市の推進では，市民の皆さまの参画と協働のもと，１４回

目を迎える「オープンガーデン２０１９」を「花と緑のコンクー

ル」と併せて開催するとともに，学校園等への緑化資材の配布や，

緑化費用の一部助成，住民緑化団体の育成により，「芦屋庭園都市

宣言」にふさわしいまちなみの形成に向け，市内を花と緑でいっぱ

いにする活動を充実させてまいります。 

緑化施策では，緑地の適正な保全及び緑化の推進を目的とした

「緑の基本計画（平成１９年度～平成３２年度）」の進捗評価とともに，次期

計画の策定に着手いたします。 

持続可能な庭園都市を目指し，街路樹の維持管理費などの課題解

消に向け，更新計画の策定を進めてまいります。 

景観形成事業では，「景観地区」の認定制度により，良好な景観

の創出と維持を図り，景観重要建造物の指定検討や表彰制度の創設

など，美しいまちなみの形成につなげる取組を進めてまいります。

屋外広告物では，規制内容に関する丁寧な説明に併せて，改修等

に係る補助制度の有効活用を促進し，本市にふさわしい広告景観の
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形成を進めてまいります。 

地域によるまちづくりでは，「まちづくり連絡協議会」と連携し，

地域における課題の共有や「地区計画」及び「まちづくり協定」の

制度の周知，コンサルタント派遣などの支援活動により，市民の皆

さまとの協働を進めてまいります。 

道路の無電柱化では，「無電柱化推進条例」及び「無電柱化推進

計画（平成３１年度～平成４０年度）」に基づき，事業を推進してまいります。 

さくら参道においては，道路の改良と，桜を植栽いたします。併

せて，地中への電線類の切替え等について電線管理者との調整を進

め，早期の電柱の撤去を目指してまいります。 

鳴尾御影線以南の芦屋川両岸は，平成３３年度の完成を目指し，

地域の皆さまとの調整や，関係事業者との協議を行ってまいります。 

公共サインの整備では，平成２８年度に見直した「公共サイン計

画」に基づき，モデル路線で既存サインの改修，撤去及び新たなサ

インの設置等を実施いたします。 

＜１１ 環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている＞ 

〔施策目標１１－１ 環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる〕

〔施策目標１１－２ 清潔なまちづくりが進んでいる〕 

次に，環境にやさしい清潔なまちづくりにつきましては， 

自然環境の保全では，「第３次環境計画（平成２７年度～平成３６年度）」

に基づき，「環境づくり推進会議」などを通じて市民団体や事業者

と協働し取り組んでまいります。 

環境負荷の低減では，「第４次環境保全率先実行計画（平成２８年度～

平成３２年度）」の目標達成に向け，省エネルギー診断の結果を各施設の
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設備運用や更新に活用してまいります。また，一般住宅向けの省エ

ネルギー設備導入補助の継続実施や，温室効果ガスの削減を図ると

ともに，家庭での節電・省エネ行動について周知・啓発を行ってま

いります。 

国道４３号及び阪神高速３号神戸線の自動車公害対策では，排出

ガスや騒音・振動及び低周波音の測定とともに，引き続き各対策の

推進を国等に要望してまいります。

ごみの減量化・再資源化事業では，「一般廃棄物処理基本計画（平

成２９年度～平成３８年度）」に基づき，市民の皆さまや事業者のごみ処理に

対する意識の醸成を図るなど，３ Ｒ
すりーあーる

等に関する施策を進めてまいり

ます。

市民マナー条例の取組では，「第２次市民マナー条例推進計画（平

成３１年度～平成３５年度）」に基づき，「人づくり」「環境づくり」の両面

から清潔で安全・快適な生活環境を確保してまいります。

ごみの収集では，ごみのない清潔なまちなみを保つため，ごみ出

しルールの徹底に取り組むとともに，高齢者等のごみ出しを支援す

る「さわやか収集」のニーズ増加に対応してまいります。 

＜１２ 交通マナーと思いやりがまちに行き渡り，市内が安全に安心して移動できるように

なっている＞ 

〔施策目標１２－１ 交通ルールやマナーに関する意識が高まっている〕 

〔施策目標１２－２ 公共施設などのバリアフリー化が進んでいる〕

〔施策目標１２－３ 市内を安全かつ快適に移動できる〕 

次に，交通ルールとマナーを高め，市内を安全かつ快適に移動で

きるまちづくりにつきましては， 
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交通事故防止対策では，子どもや高齢者を対象とした交通安全教

室や自転車教室の開催，警察・学校・地域と連携した街頭での指

導・啓発など，交通マナー向上への取組を進めてまいります。 

道路の交通安全対策では，歩行者の安全確保のため，歩道のバリ

アフリー整備や転落防止柵の改修等を計画的に行ってまいります。 

また，「通学路交通安全プログラム」に基づき，潮見中学校区に

おいて関係機関と連携して通学路の合同点検を実施し，安全対策を

講じてまいります。 

公園施設の整備では，大東公園のトイレをバリアフリー化いたし

ます。打出公園では，施設の更新及びバリアフリー化を含めた改修

に向け，地域との協議を進めてまいります。 

橋梁では，「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき，芦屋浜線歩道橋

の架け替え及び修繕工事を実施するとともに，最新の点検結果をも

とに計画の見直しを行ってまいります。 

ＪＲ芦屋駅南地区の市街地再開発事業では，地権者をはじめ関係

機関等と協議を行い，管理処分計画を決定するとともに，再開発ビ

ル整備に係る特定建築者の決定に向けた手続を進めてまいります。 

併せて，自転車駐車場及びペデストリアンデッキの詳細な検討や，

ＪＲ西日本との相互協力によるＪＲ芦屋駅の駅舎改良など，関連事

業についても推進してまいります。 

自転車駐車場は，阪神打出駅南側に新たに整備いたします。 

＜１３ 充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている＞ 
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〔施策目標１３－１ 良質なすまいづくりが進んでいる〕 

〔施策目標１３－２ 住宅都市としての機能が充実している〕 

〔施策目標１３－３ 市内の商業が活性化し，市民の利便性も向上している〕 

次に，住宅都市としての機能が充実したまちづくりにつきまして

は，

質の高い魅力ある住まいづくりでは，「住みよいまちづくり条

例」に基づき，良好な住環境の維持，誘導を行ってまいります。 

また，長期にわたって使用可能な質の高い住宅を供給するため，

長期優良住宅の認定取得の普及を図ってまいります。 

民泊には，良好な住環境を維持するため，県及び関係機関等と連

携して対応いたします。 

市営住宅等では，南芦屋浜住宅の緊急通報システムと，住宅用火

災報知機の更新を行います。また，「住宅マスタープラン（平成３０年度

～平成３９年度）」に基づき，「市営住宅等ストック総合活用計画後期計

画（平成３２年度～平成４１年度）」を策定いたします。 

空き家対策では，空き家活用支援事業の周知・啓発による住宅ス

トックの有効活用を進めるとともに，県と連携し中古住宅としての

流通を促進するなど，空き家等の増加抑制を図ってまいります。 

水道事業では，岩園町の低区
て い く

配水
はいすい

池
ち

の耐震設計や老朽管路等の整

備 や 更 新 と と も に ， 自 然 災 害 に 備 え る た め ， 事 業 継 続 計 画

（ＢＣＰ
ビーシーピー

）を策定いたします。また，水道ビジョンや水道事業経営

戦略の進捗管理を行う「（仮称）水道事業評価委員会」を設置いた

します。 

下水道事業では，定期的なマンホール蓋の点検やカメラ調査によ

る適正な維持管理に加え，「下水道ストックマネジメント計画（平成３
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０年度～平成３４年度）」に基づき伊勢町，川西町などでの汚水管・合流

管渠
かんきょ

の老朽管更新を計画的に進めてまいります。また，浸水対策と

して，浜町における雨
う

水管
すいかん

の整備を実施いたします。 

下水処理場，雨水ポンプ場では，場内ポンプ場の脱臭設備工事に

着手するなど効率的な維持管理に努めてまいります。 

霊園整備事業では，合葬式墓地及び管理棟の平成３３年度開設に

向けて工事に着手し，園内道路の舗装や側溝の改修なども併せて進

めてまいります。 

ごみ処理施設では，より効率的な施設運営の実施に向け，準備を

進めるとともに，将来計画における西宮市との広域化について結論

を得
う

るべく協議を進めてまいります。廃棄物運搬用パイプライン施

設では，利用者との協議を重ねつつ，定められた期間での適正運用

に向け，計画的に事業を進めてまいります。 

南芦屋浜地区のまちづくりでは，「交流とにぎわいのあるまち」

の更なる発展を目指し，今後も県と連携して安全・安心・魅力の向

上に努めてまいります。 

本市の魅力的かつ特徴あるまちづくりの推進では，社会情勢の変

化等を踏まえた「都市計画マスタープラン（平成１７年度～平成３２年度）」

の見直しに着手し，「第５次総合計画（平成３３年度～平成４２年度）」と連

携しつつ，都市計画に関する基本的な方針を定めてまいります。 

また，安全・安心で快適な暮らしを支え，将来にわたり魅力ある

まちづくりをより一層展開していくため，阪神電気鉄道の立体交差

化をはじめ，住宅都市として必要な都市施設の整備優先度等を中長

期的な視点から検討いたします。 
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商業の活性化では，「（仮称）中小企業・小規模企業振興基本計

画」の策定に着手し，地域経済振興策の具体化を図るとともに，コ

ワーキングスペースを活用した創業・事業継続支援の更なる充実に

取り組んでまいります。 

また，産官学の連携によるまちの魅力の発信や，スマートフォン

アプリ「芦屋
あ し や

歩記
あ る き

」及びマップ等を活用し，ハイキング客の市街地

への誘導など，観光客の市内全域での回遊性を高めてまいります。 

ＪＲ芦屋駅南地区の商業では，まちづくり計画に基づき調整を進

め，芦屋市商工会等と協議しながら取り組んでまいります。 

当地区の新たなブランド化では，再開発ビル内に設置する公益施

設の機能検討などにおいて，ブランディングエリアとの融合を図る

ことで更なる賑わいを創出してまいります。 
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（４）人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる 

第四は，「人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる」取組

についてでございます。 

＜１４ 信頼関係の下で市政が展開している＞ 

〔施策目標１４－１ 市民参画による開かれた市政を運営している〕 

〔施策目標１４－２ 変化に対応できる柔軟な組織運営をしている〕

まず，信頼関係の下での市政運営につきましては， 

「第４次総合計画後期基本計画（平成２８年度～平成３２年度）」では，市

民意識調査やワークショップ等により成果と課題の把握を行うとと

もに，「第５次総合計画（平成３３年度～平成４２年度）」の策定を進めてま

いります。 

適正な公文書の作成及び管理では，歴史的文書の選別基準に基づ

き長期保存文書の整理を進め，研修等を通じて職員の意識向上を図

ってまいります。 

職員の人材育成では，官民連携による課題解決能力を養成するた

め，新たに東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

事務局へ職員を派遣いたします。 

働き方改革の取組では，ワーク・ライフ・バランスの推進や人材

育成による業務の効率化，職場環境の改善などを通じて，職員の公

務能率及び市民サービスの質の向上につなげてまいります。 

人事評価では，評価の納得性・公平性及び精度向上を目指し，職
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員研修を実施するとともに，全職員への導入に向けて制度の構築を

進めてまいります。 

危機管理では，職員の世代交代が進む中，震災の経験・教訓の継

承や，コンプライアンスなどの危機管理意識の向上を図ってまいり

ます。

＜１５ 経営資源を有効に活用し，健全な財政状況になっている＞ 

〔施策目標１５－１ 様々な資源を有効に活用している〕 

〔施策目標１５－２ 歳入・歳出の構造を改善している〕 

次に，経営資源の有効活用と財政健全化のための取組につきまし

ては， 

「創生総合戦略（平成２７年度～平成３１年度）」では，「第５次総合計画

（平成３３年度～平成４２年度）」と一体的に策定するため，「目指す値
あたい

」を

再設定し期間を１年延長いたします。 

また，取組の進捗管理は，外部評価を受けながら進めてまいりま

す。 

魅力発信では，市制８０周年を見据え，本市の学校給食を題材と

した映画制作への支援をはじめ，多様な主体と協働のもと準備を進

めてまいります。

公共施設の適正化では，個別施設計画の策定や，「施設カルテ」

などの基礎資料を踏まえた更新を検討する仕組みや組織の構築など

により，全庁的な取組を進めてまいります。 

また，公共施設の包括管理業務により，安全・安心の向上ととも

に，事務の効率化等を進めてまいります。 
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ふるさと寄附では，寄附金の使い道や進捗・成果などを発信し，

寄附者の共感を得て継続的なつながりを構築してまいります。 

遊休資産は，公共用地として活用できる場合を除き，貸付等の活

用や売却処分等を進めてまいります。 

水道事業では，市民の皆さまへ安全・安心でおいしい水を継続的

に供給してまいります。長期的には，人口減少や水道施設更新に伴

う経費の増大により，厳しい経営状況が予想されるため，効率的な

運営を行い，健全化を進めてまいります。 

下水道事業経営では，財政マネジメントの向上及び経営基盤の更

なる強化を目的とした「下水道事業経営戦略（ 平 成 ３ １ 年 度 ～ 平 成 ４ ０ 年

度）」に基づき，将来にわたって安定的な事業の継続を図ってまいり

ます。
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３ 行財政運営 

最後に，行財政運営について申し上げます。 

本市の行財政運営につきましては，阪神・淡路大震災によって生

じた多額の地方債を着実に減少させることで将来負担を改善するよ

う，長きにわたって取り組んでまいりましたが，年々経費が増加す

る社会保障関係事業や公共施設の老朽化対策事業に加え，本格化す

る人口減少社会や頻発する災害に対応していくため，引き続き，慎

重な財政運営が必要となっています。 

こうした状況において，平成３１年度予算の編成に当たりまして

は，「創生総合戦略」や「行政改革実施計画」の内容を踏まえ，政

策目的の実現に資する事業の優先順位の精査と見直し（スクラッ

プ・アンド・ビルド）を徹底することを基本方針といたしました。 

まず，歳入におきましては，給与所得の復調などにより個人市民

税が２年ぶりに増加に転じる一方，土地売却収入の減少により財産

収入が減少すると見込んでおります。 

歳出におきましては，総合戦略の基本目標に沿って，必要な予算

を計上するとともに，経費見直しにより捻出した財源で，＜住宅都

市としての魅力向上に寄与する取組＞ ＜将来の人口構成の変化に

対応する取組＞について重点的に編成し，本市の発展と持続可能性

の両面から将来への道筋を立てる予算といたしました。 

以上のように編成いたしました平成３１年度の歳入歳出予算は 
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一般会計 ４４５億円        （対前年度比 ３．６％減） 

特別会計 ２４７億３，０２０万円  （対前年度比 ７．３％増） 

企業会計 １４３億５，７４８万円  （対前年度比 ０．６％減） 

財産区会計    ３，１５０万円  （対前年度比 ５．４％減） 

合 計  ８３６億１，９１８万円  （対前年度比 ０．１％減） 

でございます。 

予算の執行に当たりましては，歳入の確保に一層努めるとともに，

事務事業の効率化・適正化を進めつつ，総合戦略に掲げる基本目標

の達成に向けて施策を実行してまいります。 

議員各位におかれましては，関係する諸議案について慎重にご審

議いただき，ご議決賜りますよう，よろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 
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資料 主な取組の予算（案） 

（＊印は新規事業を含む項目） 

（単位：千円）

（１）人と人がつながって新しい世代につなげる 

＜１ 一人一人のつながりが地域の力を高め，地域主体のまちづくりが進んでいる＞ 

施策目標１－１ 市民一人一人がそれぞれの状況に応じて必要な情報を手に入れられる     

広報紙発行                                         20,531 

広報活動推進                                       15,033 

施策目標１－２ 市民が主体となった活動が増え，継続的に発展している            

施策目標１－３ 地域主体のまちづくりの仕組みが根付き，地域の力が高まっている      

＊広聴業務（市政モニター制度）              544

＊地区集会所管理運営事業（西蔵地区集会所大規模改修） 42,000

あしや市民活動センター管理運営事業                35,400 

市民参画協働の仕組みづくりの推進           3,780

地域自治活動の振興に関する事業                     4,907 

＜２ 多様な文化・スポーツ・芸術・伝統が交流するまちで，芦屋の文化があふれている＞ 

施策目標２-１ 市民が教養を高める機会が豊富にある                    

施策目標２-２ 様々な交流が，多様な文化への理解と見識を深めている           

文化推進事業                     1,383 

国際交流に関する事業                 2,360

潮芦屋交流センター管理運営事業                20,908 

市民センター管理運営業務              131,927 

ルナ・ホール事業                  15,546 

図書館運営事業(収集整理利用)            112,187 

美術博物館管理運営事業・谷崎潤一郎記念館管理運営事業 104,220 

＊文化財保護及び活用事業                9,676 

生涯スポーツ推進事業                 8,921 
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体育館・青少年センター等の管理運営事業        74,782

芦屋公園庭球場管理運営事業              26,099

朝日ケ丘公園水泳プール管理運営事業           1,000

海浜公園水泳プール管理運営事業             6,811 

＜３ お互いを尊重しながら理解と思いやりの心が広がっている＞

施策目標３-１ 平和と人権を尊重する意識が行き渡っている                 

平和施策                        163 

人権啓発事業・人権擁護事業              5,986 

施策目標３-２ 男女共同参画社会の実現に向けて意識が広がっている             

男女共同参画推進施策                  426 

男女共同参画センター事業               5,753 

女性の活躍推進事業                            1,426 

女性の活躍推進事業

（ASHIYA RESUME事業及び旧宮塚町住宅リノベーション） 30,500 

婦人保護事業                      323 

＜４ 子どもたちが社会へ羽ばたけるようたくましく育っている＞ 

施策目標４-１ 子どもたちが「生きる力」を身につけ，健やかに成長している         

 就学前教育推進事業                  5,918 

学力向上支援事業                   3,176 

国際理解教育推進事業                21,803 

読書活動推進事業                  17,899 

＊特別支援教育推進事業                 8,190 

人権教育推進事業                    155 

生徒指導対策事業                    658 

適応教室実施事業                    583 
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学校体育振興事業                  11,970 

中学校部活動推進事業                11,078 

＊小学校施設整備事業                                 133,760

＊中学校施設整備事業                               2,139,712 

＊幼稚園施設整備事業                  44,585

学校給食関係事務                  386,449

打出教育文化センター教育研究推進と研修事業      2,726 

学校園ＩＣＴ環境整備事業              107,214 

就学援助費                                        30,634

施策目標４-２ 青少年が社会で自立するための力を身につけている                    

施策目標４-３ 学校園・家庭・地域が連携して，子どもたちの育成を支えている        

あしやキッズスクエア事業               36,557 

子ども若者育成支援対策・青少年問題協議会経費     8,122

青少年愛護センター運営                5,247 

生活困窮者自立支援事業                5,000 

＜５ 地域で安心して子育てができている＞ 

施策目標５-１ 世代を超えた多様なつながりが様々な家庭の子育てを支えている                    

施策目標５-２ 子育てと仕事の両立を可能にする環境が整っている              

＊市立保育所・認定こども園の運営業務             85,258

＊私立特定教育・保育施設等運営事業         1,959,730 

子ども・子育て支援事業計画推進事業           4,535 

母子保健事業                    69,313

児童扶養手当制度                  318,275 

特定教育・保育施設等施設整備事業                   209,734

市立認定こども園整備業務                           496,925 

＊保育士・保育教諭活躍サポート事業                  37,258 

病児保育事業                      101,565 
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特定教育・保育施設等に対する監査指導事業        1,048 

＊青少年保護対策事業（芦屋市留守家庭児童会事業）   114,199
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（２）人々のつながりを安全と安心につなげる

＜６ 市民が心身の良好な状態を維持して過ごしている＞

施策目標６－１ 市民が健康づくりに取り組んでいる                    

国民健康保険事業                                   101,491 

＊健康増進法に関する事業（ヘルスアップ事業）      2,500

健康増進法に関する事業                 804 

施策目標６－２ 市民が適切な診療を受けられる                      

国民健康保険事業                                     4,640 

市立芦屋病院一般会計負担金等に関する事務      712,967 

救急活動に関する業務                 6,501 

救急救命士の養成及び応急手当の普及啓発業務           3,972 

＊救急医療事業                     8,000 

＜７ 高齢者や障がいのある人がいきいきと安心して住み続けられる， 

まちぐるみの支え合い・助け合いが進んでいる＞ 

施策目標７－１ 地域における保健・医療・福祉の連携体制が確立している          

福祉センター管理運営事業              185,237

地域福祉活動推進事業                18,309 

権利擁護推進事業                  21,999

生活困窮者自立支援事業（生活困窮者自立支援制度）  21,091

生活保護法施行事務                1,241,487

施策目標７－２ 高齢者がいつまでもいきいきと安心して暮らせている                     

＊生きがい・社会参加等在宅支援事業 

（シルバー人材センター事業・在宅支援事業等）    172,139 

介護保険に係る一般管理事業 

（第９次すこやか長寿プラン２１策定業務）         4,896 

＊地域介護・福祉空間整備事業                       59,170 
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地域支援事業（地域ケア会議推進事業費）         900 

共助の地域づくり推進事業              48,821 

芦屋市社会福祉協議会支援事業            43,657 

生きがい・社会参加等在宅支援事業（社会福祉協議会補助金）50,500

施策目標７－３ 障がいのある人の権利が尊重され，持てる能力を最大限に発揮できる    

障害者総合支援法介護給付費等事業         1,385,409 

障がい者福祉・障がい児育成事業（障害福祉計画策定業務） 3,616 

社会福祉法人・施設指導監査等事業           1,419 

＜８ 一人一人の意識やまちの雰囲気が暮らしの安全を支えている＞ 

施策目標８－１ 市民一人一人の暮らしの安全・安心への意識が高まっている         

消費者保護事業                    5,667 

施策目標８－２ 犯罪が起きにくいまちになっている                   

生活安全条例推進事業                                30,324

公益灯の新設・改良・維持管理                       179,405 

＜９ まちの防災力が向上し，災害時に的確に行動できるよう備えている＞ 

施策目標９－１ 家庭や地域，行政の防災力が向上している                 

施策目標９－２ 災害に強い安全なまちづくりが進んでいる                

防災総合訓練及び地域の防災・減災事業         8,935 

＊防災拠点の維持管理                 131,628 

防災対策関係事務                  19,483 

＊公有財産管理事務                  54,000 

財産区に関する事務                 20,000 

消防本部運営管理事業                18,194 

消防団運営管理業務                 36,348 

＊通信施設及び消防情報機器の運営管理業務        5,362 
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消防活動に関する業務（防火水槽耐震化）        54,143 

防火対象物の規制・指導                 605 

防火指導と防火意識の普及啓発                          959

危険物の規制・指導                   49

耐震改修促進法に関する事務              20,577 
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（３）人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる 

＜１０ 花と緑に彩られた美しいまちなみが自然と調和している＞ 

施策目標１０－１ 自然と緑を守り，創り，育てる文化を継承している             

庭園都市推進に関する業務                            13,455

＊緑化施策に関する事務（緑の基本計画改定）       4,646

施策目標１０－２ 建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調和している            

＊道路の改良事業（街路樹更新計画）           3,160 

まちの景観形成等に関する事務             8,367

屋外広告物に関する事務               59,851 

地区計画等の策定に関する事務             2,612 

道路の改良事業（道路の無電柱化・サイン計画）    225,501 

＜１１ 環境にやさしい清潔なまちでの暮らしが広がっている＞ 

施策目標１１－１ 環境に配慮した暮らしやまちづくりが進んでいる             

芦屋市環境計画等推進事業               7,016

一般住宅向エコ・エネルギーシステム導入補助事業    4,000 

廃棄物の減量・資源化促進事業            96,931

施策目標１１－２ 清潔なまちづくりが進んでいる                    

市民マナー条例関係事業               16,297 

保健衛生一般事務費                  1,292 

ごみ収集・運搬に関する事業                       200,849 

＜１２ 交通マナーと思いやりがまちに行き渡り， 

市内が安全に安心して移動できるようになっている＞ 

施策目標１２－１ 交通ルールやマナーに関する意識が高まっている             

交通安全運動の推進                   911 

施策目標１２－２ 公共施設などのバリアフリー化が進んでいる               

交通安全施設等整備事業                45,739 
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都市公園施設整備事業                126,163

施策目標１２－３ 市内を安全かつ快適に移動できる                    

道路・橋梁の修繕事業                328,063

ＪＲ芦屋駅南地区都市環境整備事業         1,741,534

自転車駐輪場管理運営事業               23,933 

＜１３ 充実した住宅都市の機能が快適な暮らしを支えている＞ 

施策目標１３－１ 良質なすまいづくりが進んでいる                     

開発指導等関係一般事務                 624

建築指導等に関する事務                3,038

市営住宅等改良改修工事                            156,122

市営住宅等ストック総合計画に係る建替等業務       1,716 

住宅関連一般事務                      5,073 

施策目標１３－２ 住宅都市としての機能が充実している                   

水道施設整備業務（低区配水地の耐震設計（実施設計））  14,930 

水道施設整備業務（老朽管路等の整備・更新）     384,170

水道事業運営業務（事業継続計画（ＢＣＰ）の策定）   12,527

水道事業運営業務（（仮称）水道事業評価委員会の運営） 137

下水道管渠整備事業                 389,529 

下水道管渠維持管理事業               201,556 

南芦屋浜下水処理場維持管理事業            99,463 

芦屋下水処理場維持管理事業             630,795 

抽水場維持管理事業                 72,799 

芦屋下水処理場整備事業               14,783 

南芦屋浜下水処理場整備事業              7,760 

抽水場整備事業                   26,709 

霊園整備事業                    456,119 

環境処理センターの維持管理事業           628,212
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環境処理センター施設改修事業 

（環境処理センター将来計画検討経費）                 7,000 

パイプライン維持管理事業              191,680 

＊都市計画の決定及び見直しに関する業務        16,716 

施策目標１３－３ 市内の商業が活性化し，市民の利便性も向上している            

   商工振興対策事業                  65,581 
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（４）人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる 

＜１４ 信頼関係の下で市政が展開している＞ 

施策目標１４－１ 市民参画による開かれた市政を運営している                

総合計画の策定と進行管理に関する事務                16,148

情報公開及び個人情報保護事務             1,842 

文書管理事務                    25,414 

施策目標１４－２ 変化に対応できる柔軟な組織運営をしている               

＊職員研修事業                    15,543 

＊働き方改革推進事業                  3,029

人事評価事業                     1,797 

危機管理体制の充実・強化を図るための事務         335

＜１５ 経営資源を有効に活用し，健全な財政状況になっている＞ 

施策目標１５－１ 様々な資源を有効に活用している                   

施策目標１５－２ 歳入・歳出の構造を改善している                   

総合戦略の推進（前掲のASHIYA RESUME事業等(30,500）を含む）51,388

行政改革の推進                        406 

公共施設等総合管理計画の推進に関する事務          687

公有財産管理事務                 1,129,008 
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第２次消費者教育推進計画

第２次子ども・若者計画

策定委員会にて素案の検討

委員の
選任・資料
収集

庁内の
意見集約

公 表

パブリックコメ
ントの実施

原案
作成

本部会議に
て決定

庁内関係
課との
協議

市民アンケート
の実施

消費者教育推
進地域協議会
においてアン
ケートの検討

庁内関
係課と
の協議

庁内の
意見集約

公 表

パブリックコメ
ントの実施

原案
作成

市民アン
ケートの
分析

消費者教育推進地域
協議会にて素案の検討

本部会議

にて決定

パブリック

コメントの
実施

実施計画（素案）の検討・作成

青少年問題
協議会

庁内の
意見集約

計画案の修正及び
作成

青少年問題
協議会

計画案（原案）
の作成

推進本部会
幹事会

推進本部会議

公表

平成３１年度 中・長期計画の策定スケジュール



－
4
9
－

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

障害者（児）福祉計画
第７次中期計画

平　　成　　３２　年 平　成　３３　年

平　成　３２　年

平　成　３２　年区
分

計画の名称
平　　成　　３１　年

見
直
し

区
分

見
直
し

第６期障害福祉計画・
第２期障害児福祉計画

平　　成　　３２　年 平　成　３３　年

計画の名称
平　　成　　３１　年

対象者
アンケート

策定委員
会にて
アンケート
の検討

委員の選任・資料収集

公
表

社会福祉
審議会に
諮問

原案作成
パブリックコメ
ントの実施

策定委員会にて素案の検討

庁内・関係機関の意見集約

対象者
アンケート

策定委員
会にて
アンケート
の検討

委員の選任・資料収集

公
表

社会福祉

審議会に
諮問

原案作成
パブリックコメ
ントの実施

策定委員会にて素案の検討

庁内・関係機関の意見集約

平成３１年度 中・長期計画の策定スケジュール



－
5
0
－

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

見
直
し

区
分

計画の名称
平　　成　　３１　年 平　成　３２　年

第２期子育て未来応援プラン「あしや」

見
直
し

第９次すこやか長寿プラン
（第９次高齢者福祉計画

及び第８期介護保険事業計画）

平　　成　　３２　　年 平　成　３３　年

区
分

計画の名称
平　　成　　３１　年 平　成　３２　年

市民
アンケート

委員の
選任・資料
収集

庁内関係課
との協議

策定委員会にて素案の検討ヒアリング
等

アンケート
の報告

庁内の
意見集約

公 表

パブリックコメ
ントの実施

原案作成

社会福祉
審議会に
諮問

策定委員会にて素案の検討

策定委員会
にてアンケー
トの検討

公
表

パブリックコ
メントの実施

原案作成

子ども・子
育て会議に
て原案の
検討

子ども・子育て会議にて素案の検討

平成３１年度 中・長期計画の策定スケジュール



－
5
1
－

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
見
直
し

緑の基本計画

平　　成　　３２　年 平　成　３３　年

見
直
し

都市計画マスタープラン

平　　成　　３２　年 平　成　３３　年

区
分

計画の名称
平　　成　　３１　年 平　成　３２　年

区
分

計画の名称
平　　成　　３１　年 平　成　３２　年

都市計画
審議会に
諮問

公表
原案
作成

素案作成

関係機関との協議

素案作成

パブリック
コメントの
実施

都市計画
審議会に
説明

庁内関係課との協議

環境
審議会に
諮問

公表原案作成素案作成

パブリック
コメントの
実施

環境
審議会に
説明

庁内関係課との協議 素案作成

関係機関との協議

平成３１年度 中・長期計画の策定スケジュール








